
坂出市生活課からのお知らせ 令和2年8月

　ペットボルトにつきましては,ふたを外し,中身を洗ってから資源ごみとして分別にご協力を頂

いているところです。これまで地域によっては従前よりご協力いただいていた所もありましたが,

このたびリサイクル業者に引き取って頂く品質基準が改正されたため,これからはラベルをはがし

て出してくださるようお願いします。(ラベルはふたと同じく資源ごみプラスチック製容器・包装へ)

　なお,はがして頂くラベルは容易にはがせるラベル※①　を対象とし,はがしにくいラベル(全面

のり付しているラベル等)は無理にはがす必要はありません。

※①容易にはがせるラベル

　〇ミシン目入りのラベル(ｼｭﾘﾝｸﾞﾗﾍﾞﾙ)　ラベルのミシン目から手前に引きはがせます。

　〇はがし口のあるラベル(ﾛ-ﾙﾗﾍﾞﾙ)　はがし口から手前に引くと簡単にはがせます。

　〇伸び縮みするラベル(ｽﾄﾚｯﾁﾗﾍﾞﾙ)　ボトルを少しつぶすと引き抜きやすくなります。

リサイクル品質の向上のためご理解とご協力をお願いします。

出し方(例)
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⇨ 　⇨

キャップは取り除いてください。 ラベルは簡単にはがれるものは取り 中身を軽く水で洗い，水切りをして

取り除いたキャップ（プラスチック 除いて下さい。(飲料用のペットボト 下さい。

製）は資源ごみ（プラスチック製容 ルはラベルの分離が容易にできます)

器・包装）として出して下さい。 取り除いたラベルはキャップと同じ

く資源ごみ（プラスチック製容器・

包装）として出して下さい。

ペットボトルのラベルはがしにご協力をお願いします。


